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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
十
二
号

東
京
都
副
知
事
の
担
任
事
項
を
令
和
五
年
七
月
一
日
に
次
の
と
お

り
定
め
た
。

な
お
、
令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
五
百
五
十
一
号
（
東
京
都
副
知

事
の
担
任
事
項
）
は
、
令
和
五
年
六
月
三
十
日
を
も
っ
て
廃
止
し
た
。

令
和
五
年
七
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

副

知

事

担

任

事

項

黒
沼

靖

一

次
の
局
等
に
関
す
る
こ
と
。

総
務
局
、
福
祉
局
、
保
健
医
療
局
、

交
通
局
、
水
道
局
、
下
水
道
局
、
中
央

卸
売
市
場

二

次
の
行
政
委
員
会
と
の
連
絡
に
関
す

る
こ
と
。

人
事
委
員
会

潮
田

勉

一

次
の
局
等
に
関
す
る
こ
と
。

財
務
局
、
主
税
局
、
生
活
文
化
ス
ポ

ー
ツ
局
、
産
業
労
働
局
、
東
京
消
防
庁

二

次
の
行
政
委
員
会
等
と
の
連
絡
に
関

す
る
こ
と
。

教
育
委
員
会
、
選
挙
管
理
委
員
会
、

監
査
委
員
、
公
安
委
員
会
、
労
働
委
員

会

中
村

倫
治

一

次
の
局
等
に
関
す
る
こ
と
。

政
策
企
画
局
、
子
供
政
策
連
携
室
、

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
・
国
際
金
融
都
市
戦

略
室
、
都
市
整
備
局
、
環
境
局
、
建
設

局
、
港
湾
局
、
会
計
管
理
局
、
住
宅
政

策
本
部

二

次
の
行
政
委
員
会
と
の
連
絡
に
関
す

る
こ
と
。

収
用
委
員
会

宮
坂

学

一

次
の
局
に
関
す
る
こ
と
。

デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十

一
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
の
内

容
を
変
更
し
た
の
で
、
東
京
都
会
計
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東

京
都
規
則
第
八
十
八
号
）
第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
七
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ

東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
三
番
三
号

二

変
更
の
内
容

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称

三

変
更
日

令
和
五
年
七
月
一
日

規

則
（
人
）

東
京
都
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
七
月
三
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号

東
京
都
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

東
京
都
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
東
京

都
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
公
益
財
団
法
人
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン

公
益
財
団
法
人
東
京
学
校
支
援
機
構

ピ
ッ
ク
競
技
大
会
組
織
委
員
会

」
を
「
公
益
財
団
法
人
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
組
織
委
員
会
」
に
、
「
公
益

財
団
法
人
東
京
都
環
境
公
社
」
を
「
公
益
財
団
法
人
東
京
都
環
境
公

公
益
財
団
法
人
東
京
都
教
育
支

社援
機
構
」
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正

後
の
東
京
都
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
令
和
五

年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

公

告

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
に
つ
い
て

世
田
谷
区
に
お
け
る
国
土
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き

国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
七
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

調
査
を
行
っ
た
者

の
名
称

世
田
谷
区

二

調
査
を
行
っ
た
期

間

令
和
元
年
六
月
か
ら
令
和
二
年
三
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

世
田
谷
区
（
豪
徳
寺
二
丁
目
の
一
部
）
の

地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地

域

世
田
谷
区
豪
徳
寺
二
丁
目
の
一
部

五

認
証
年
月
日

令
和
五
年
二
月
九
日

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
に
つ
い
て

世
田
谷
区
に
お
け
る
国
土
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き

国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
七
月
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

調
査
を
行
っ
た
者

の
名
称

世
田
谷
区

二

調
査
を
行
っ
た
期

間

平
成
三
十
年
五
月
か
ら
平
成
三
十
一
年
三

月
ま
で

三

成
果
の
名
称

世
田
谷
区
（
宇
奈
根
三
丁
目
の
一
部
）
の

地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地

域

世
田
谷
区
宇
奈
根
三
丁
目
の
一
部

五

認
証
年
月
日

令
和
五
年
三
月
二
十
九
日

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
に
つ
い
て

羽
村
市
に
お
け
る
国
土
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
国

土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
七
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

調
査
を
行
っ
た
者

の
名
称

羽
村
市

二

調
査
を
行
っ
た
期

間

令
和
三
年
四
月
か
ら
令
和
五
年
三
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

羽
村
市
（
羽
西
三
丁
目
の
一
部
）
の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地

域

羽
村
市
羽
西
三
丁
目
の
一
部

五

認
証
年
月
日

令
和
五
年
三
月
二
十
九
日

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
に
つ
い
て

青
梅
市
に
お
け
る
国
土
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
国

土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
七
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

調
査
を
行
っ
た
者

の
名
称

青
梅
市

二

調
査
を
行
っ
た
期

間

平
成
二
十
八
年
五
月
か
ら
平
成
二
十
九
年

三
月
ま
で
及
び
平
成
二
十
九
年
七
月
か
ら

平
成
三
十
年
三
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

青
梅
市
（
師
岡
町
一
丁
目
地
内
）
の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地

域

青
梅
市
師
岡
町
一
丁
目
の
一
部

五

認
証
年
月
日

令
和
五
年
六
月
七
日

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
に
つ
い
て

多
摩
市
に
お
け
る
国
土
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
国

土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
七
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

調
査
を
行
っ
た
者

の
名
称

多
摩
市

二

調
査
を
行
っ
た
期

間

平
成
二
十
六
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
九
年

三
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

多
摩
市
（
和
田
の
一
部
（
和
田
中
学
校
通

り
東
側
地
区
）
）
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地

域

多
摩
市
和
田
の
一
部

五

認
証
年
月
日

令
和
五
年
六
月
七
日
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